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遠隔医療について①

遠隔画像診断 遠隔病理診断

【概要】体組織の画像や顕微鏡の映像を送受信するな
どし、遠隔地の医師が、特に手術中にリアルタ
イムに遠隔診断を行う。

【効果】リアルタイムで手術範囲の決定など専門医の
判断を仰ぐことができる。

【概要】Ｘ線写真やＭＲＩ画像など、放射線
科で使用される画像を通信で伝送し
、遠隔地の専門医が診断を行う。

【効果】専門医による高度で専門的な診断を
受けられる。

大学病院等 地域病院

ネットワーク

CT、MRI画像登録読影ﾚﾎﾟｰﾄ受領CT、MRI画像読込読影結果登録

手術執刀医側

映像／音 コミュニケーション

ネットワーク

顕微鏡コントロール

医師ー医師間（DtoD）

電動顕微鏡

顕微鏡操作
ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ

専門医（病理医）側

病理医 担当医

顕微鏡動画像

遠隔相談

【概要】画像を見ながら遠隔地の医師
との症例検討を行うなど、医
師等に指導を行う。

【効果】医療の地域間格差の解消、患
者やその保護者などの安心感
向上につながる。

専門医 （小児科医など）

専門医のいる病院
患者のいる
地域の病院

地域の医師

○ 遠隔医療の活用により、離島など医療資源が十分でない地域においても、必要な医療の提供が可能となる。

○ このため、遠隔医療の活用促進に向け、遠隔医療に用いるICT機器の導入支援について、関係省庁が実施する関連施策とも連
携しつつ、都道府県を通して一層の周知に取り組んでいく。
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遠隔医療について②
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医師ー患者間（DtoP）

遠隔診療（オンライン診療）

【概要】情報通信機器で、測定した生体情報(体温、血
圧、脈拍、尿糖値等)や患者の映像・音声等を
遠隔地の医師へネットワークを通じ送信し医師
に対し有用な情報を提供。

【効果】交通インフラが不十分であったり、高齢化・
過疎のため受診が困難な患者に対する医療の提
供が可能となる。

患者 医 師指示

診察

ネットワーク

○ オンライン診療については、平成30年３月に「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を策定。
令和２年４月に、コロナ下の特例的措置として初診からのオンライン診療を可能とするとともに、こうしたコロナ下におけるオンライン
診療の実施状況を踏まえ、令和４年１月に指針を改訂したところ。

○ 今後、オンライン診療の更なる活用に向けた基本方針を策定するとともに、地域の医療関係者や関係学会の協力を得ながら、地
域における活用の好事例を収集し、横展開を進めていく。

「オンライン診療の適切な実施に関する方針」改訂のポイント

○ 規制改革実施計画（令和３年６月18日閣議決定）において、
初診からのオンライン診療について、原則としてかかりつけ医
によるほか、それ以外に実施可能な場合について一定の要件を
含む具体案を検討するとされた。

○ これを受け、かかりつけ医以外の医師が初診からのオンライ
ン診療を行う場合の要件として、

・ 初診に必要な医学的情報

・ 診療前相談について

・ 症状について

・ 処方について

・ 対面診療の実施体制

に関する整理を行い、令和４年１月に指針を改訂した。
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指針改訂の概要

規制改革実施計画(令和３年６月18日閣議決定)において、初診からのオンライン診療について、原則としてかかりつけ医による
ほか、それ以外に実施可能な場合について一定の要件を含む具体案を検討するとされたことを受け、「『オンライン診療の適切
な実施に関する指針』の見直しに関する検討会」(第16回ｰ19回)において検討し、令和４年１月に指針を改訂した。

初診からのオンライン診療は、原則として日頃より直接の対面診療を重ねている等、患者と直接的な関係が既に存在する医師（「かか
りつけの医師」）が行うこと。ただし、既往歴、服薬歴、アレルギー歴等の他、症状から勘案して問診及び視診を補完するのに必要な医
学的情報を過去の診療録、診療情報提供書、健康診断の結果、地域医療情報ネットワーク、お薬手帳、PHR等から把握でき、患者の症状
と合わせて医師が可能と判断した場合にも実施できる（後者の場合、事前に得た情報を診療録に記載する必要がある。）。

初診に必要な医学的情報

診療前相談は、「かかりつけの医師」以外の医師が初診からのオンライン診療を行おうとする場合（医師が患者の医学的情報を十分に
把握できる場合を除く。）に、医師－患者間で映像を用いたリアルタイムのやりとりを行い、医師が患者の症状及び医学的情報を確認す
る行為。 適切な情報が把握でき、医師・患者双方がオンラインでの診療が可能であると判断し、相互に合意した場合にオンライン診療
を実施することが可能である（オンライン診療を実施する場合においては、診療前相談で得た情報を診療録に記載する必要がある。オン
ライン診療に至らなかった場合にも診療前相談の記録は保存しておくことが望ましい。 ）。
なお、診療前相談は、診断、処方その他の診療行為は含まない行為である。
診療前相談により対面受診が必要と判断した場合であって、対面診療を行うのが他院である場合は、診療前相談で得た情報について必

要に応じて適切に情報提供を行うこと。
診療前相談を行うにあたっては、結果としてオンライン診療が行えない可能性があることや、診療前相談の費用等について医療機関の

ホームページ等で示すほか、あらかじめ患者に十分周知することが必要である。

診 療 前 相 談 に つ い て

オンライン診療の実施の可否の判断については、安全にオンライン診療が行えることを確認しておくことが必要であることから、オン
ライン診療が困難な症状として、一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診に適さない症状」等を踏まえて医師が
判断し、オンライン診療が適さない場合には対面診療を実施する(対面診療が可能な医療機関を紹介する場合も含む。)こと。なお、緊急
性が高い症状の場合は速やかに対面受診を促すことに留意する。

症 状 に つ い て
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指針改訂の概要

現在行われているオンライン診療は、診察手段が限られることから診断や治療に必要な十分な医学的情報を初診において得ることが困
難な場合があり、そのため初診から安全に処方することができない医薬品がある。
患者の心身の状態の十分な評価を行うため、初診からのオンライン診療の場合及び新たな疾患に対して医薬品の処方を行う場合は、一

般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤」等の関係学会が定める診療ガ
イドラインを参考に行うこと。
ただし、初診の場合には以下の処方は行わないこと。

• 麻薬及び向精神薬の処方
• 基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する、特に安全管理が必要な薬品（診療報酬における薬剤管理指導料の「１」の対象
となる薬剤）の処方

• 基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する８日分以上の処方

処 方 に つ い て

「かかりつけの医師」以外の医師が診療前相談を行った上で初診からのオンライン診療を行うのは、
• 「かかりつけの医師」がオンライン診療を行っていない場合や、休日夜間等で、「かかりつけの医師」がオンライン診療に対応でき
ない場合

• 患者に「かかりつけの医師」がいない場合
• 「かかりつけの医師」がオンライン診療に対応している専門的な医療等を提供する医療機関に紹介する場合（必要な連携を行ってい
る場合、D to P with Dの場合を含む。）や、セカンドオピニオンのために受診する場合

が想定される。その際、オンライン診療の実施後、対面診療につなげられるようにしておくことが、安全性が担保されたオンライン診
療が実施できる体制として求められる。
オンライン診療後に対面診療が必要な場合については、「かかりつけの医師」がいる場合には、オンライン診療を行った医師が「かか

りつけの医師」に紹介し、「かかりつけの医師」が実施することが望ましい。 「かかりつけの医師」がいない場合等においては、オン
ライン診療を行った医師が対面診療を行うことが望ましいが、患者の近隣の対面診療が可能な医療機関に紹介することも想定される（た
だし、オンライン診療を行った医師自身では対応困難な疾患・病態の患者や緊急性がある場合については、オンライン診療を行った医師
がより適切な医療機関に自ら連絡して紹介することが求められる。）。

対面診療の実施体制
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